
兵庫県後期高齢者医療広域連合告示第６号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２４３条の３

第１項及び兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状況の作成及び公表に関する条例（平成１

９年条例第２２号）第２条第１項の規定に基づき、兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状

況を次のとおり公表する。

　　平成２８年　５月２０日

　　　　　　　　　　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合長　　山　中　 健

　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合の財政状況

１　歳入歳出予算の執行の概況（平成２８年３月３１日現在）

　　一般会計

歳　入 (単位：千円)

歳　出 (単位：千円)

※出納整理期間である平成２８年５月３１日までは現金の受払いがあるため、平成２７

  年度決算額は今回の数値と異なります。

1,131,358

107.4

区　分（款）

分担金及び負担金

国庫支出金

4,785,772

5,859

5,175,098

1,252,140

1,301 4,154

流･充用額

20,403

4,314,052

169,772 183,326 17,214

1

5,195,501

13,554

121,178121,177 121,178

繰　入　金

繰　越　金

諸　収　入

区　分（款）

合　　計

1,298

5,170,800

5,175,098合　　計

3,751,884 2,300 3,754,184 3,510,163

予　算　現　額

当初予算額 補正予算額 計

1,131,358△ 120,782

収入率（％）

100.0

93.5

9.4

100.0

92.1

収入済額

4,313,5525,191,203

支出済額
執行率
（％）

予　算　現　額

当初予算額 補正予算額

500 38.5

3,000

5,195,501

5,455

0

0 1,2980

20,403

計

0

83.1

0.0

83.0

議　会　費

総　務　費

予　備　費 0

20,403

3,000 0 0



　　後期高齢者医療特別会計

歳　入 (単位：千円)

歳　出 (単位：千円)

※出納整理期間である平成２８年５月３１日までは現金の受払いがあるため、平成２７

  年度決算額は今回の数値と異なります。

7,096,020 101.0

22,858,043 22,858,043 100.0

合　　計

4,968,690 2,058,478

1 22,858,042

676,503 27,820

1 0

200,007

繰　入　金

繰　越　金

県財政安定化基金

借　入　金

諸　収　入

7,027,168

53,743,141

96.9

市町支出金

国庫支出金

県支出金

支払基金交付金

特別高額医療費

共同事業交付金
189,591 10,416

105,898,958

193,840

99.3

272,147,064 0 272,147,064 248,945,802 91.5

55,445,641 △ 1,702,500

90.6

203,553,165 △ 11,936 203,541,229 206,493,171 101.5

116,885,558 18,189 116,903,747

53,393,305

収入率（％）
予　算　現　額

当初予算額 補正予算額 計
収入済額区　分（款）

1 0 0.0

704,323 932,163 132.3

653,866,214 23,258,509

0

0

616,080,844

286,613

予　算　現　額

677,124,723 645,811,302 95.4

区　分（款）
当初予算額 補正予算額 流･充用額 計

189,591 13,426

286,613

203,017

保険給付費

執行率
（％）

286,613

652,392,290 0

0

652,392,290 94.4

100.0

支出済額

190,425

656,970

93.8

97.9

0

△ 8,670

0

671,246

56,7130

0

02,999

23,258,509

21,255,715

638,470,567

23,511,844

0

0

0.0

90.4

0.0

94.3

公　債　費

諸支出金

0

3,000

677,124,723

261,090

0

1

653,866,214

23,250,754

県財政安定化

基金拠出金

特別高額医療費

予　備　費

合　　計

56,713

679,916

共同事業拠出金

保健事業費



２　構成市町の負担金の状況（平成２８年３月３１日現在）

一般会計（共通経費負担金）

　　特別会計（保険料負担金）

7,287,183

12,229,281,869

3,793,834,672

3,289,079,151

2,218,155,830

3,947,035,031

217,616,000

482,560,000

365,200,000

262,752,000

11,441,241

17,266,100

8,006,935

7,597,869

8,219,412

6,123,411

10,087,842

8,250,527

8,506,420

5,554,013

加　西　市

宝　塚　市

三　木　市

高　砂　市

川　西　市

小　野　市

86,070,841 13,470,180

17,930,012

伊　丹　市

相　生　市

豊　岡　市

9,130,072

21,126,127

赤　穂　市

西　脇　市

芦　屋　市

53,526,064

市　町　名

神　戸　市

姫　路　市

尼　崎　市

明　石　市

283,237,630

96,373,734

西　宮　市

洲　本　市

負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

8,955,669

17,150,944

養　父　市

丹　波　市

82,672,556

10,047,878

13,583,300

361,640,000

356,112,000

297,616,000

5,451,724

6,336,73244,298,562

新 温 泉 町

合　　　計

三　田　市

太　子　町

上　郡　町

20,425,069

12,859,079

20,814,791

36,356,475

47,695,273

12,564,866

11,455,137

南あわじ市

朝　来　市

淡　路　市

福　崎　町

神　河　町

宍　粟　市

加　東　市

た つ の 市

猪 名 川 町

多　可　町

稲　美　町

播　磨　町

市　川　町

11,609,319

18,777,347

33,214,332

加 古 川 市

負担金額(円)

1,131,358,000

篠　山　市

佐　用　町

香　美　町

12,148,168

7,083,320

6,600,99012,050,856

朝　来　市明　石　市

養　父　市神　戸　市

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名

南あわじ市尼　崎　市

丹　波　市姫　路　市

淡　路　市西　宮　市

宍　粟　市洲　本　市



　　特別会計（保険基盤安定負担金）

197,893,527

113,681,621

166,823,024

217,480,219

103,367,773

42,811,660

39,814,565

51,020,218

166,992,806

95,123,122

129,395,347

39,587,645

1,302,662,062

1,636,395,069

245,119,650

593,144,922

296,382,863 235,466,730

加 古 川 市

相　生　市

595,504,000

1,863,664,156

豊　岡　市

伊　丹　市

加　東　市芦　屋　市

た つ の 市

猪 名 川 町

稲　美　町

多　可　町

641,996,674

1,837,839,084

434,744,000

278,520,000西　脇　市

福　崎　町

赤　穂　市

市　川　町

播　磨　町

2,516,437,093

三　木　市

太　子　町

宝　塚　市

神　河　町

330,192,000

佐　用　町261,051,121

643,849,264

645,571,689

138,457,098

221,543,166

231,924,715

101,064,000

141,369,701

川　西　市

高　砂　市

上　郡　町

99,272,000

218,880,508

142,672,000

154,720,000

三　田　市

小　野　市

香　美　町

新 温 泉 町

166,504,000

113,472,000311,144,898

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

加　西　市

合　　　計 44,220,447,016

篠　山　市

丹　波　市姫　路　市 1,035,713,293

養　父　市神　戸　市 3,173,175,884

朝　来　市明　石　市 549,953,941

南あわじ市尼　崎　市 1,017,312,926

宍　粟　市洲　本　市 164,299,616

淡　路　市西　宮　市 784,115,077

伊　丹　市 319,833,007

加　東　市芦　屋　市 178,587,652

た つ の 市

相　生　市 82,137,944

豊　岡　市 284,931,995

猪 名 川 町

56,111,903

440,758,859 稲　美　町 59,466,805加 古 川 市

多　可　町 76,660,205

西　脇　市

402,145,051 福　崎　町

赤　穂　市

135,707,321 市　川　町

117,961,739 播　磨　町

三　木　市

宝　塚　市

189,300,573 神　河　町



　　特別会計（療養給付費負担金）

  なお、市町負担金の合計金額は、３月３１日現在での調定額で計上しているため、平

成２７年度決算額は今回の数値と異なります。

128,927,977

219,112,737

203,382,645

286,203,047

237,543,868

251,444,001

293,885,156

290,155,983

267,241,281

135,806,575

156,590,214

667,266,541

394,741,709

702,977,946

457,905,904

400,486,553

783,028,742

381,151,378

67,657,876

75,937,308

76,631,670

45,888,877

49,711,100

921,137,124

167,022,650 太　子　町

川　西　市

123,079,489 佐　用　町

高　砂　市

301,765,225 上　郡　町

三　田　市

136,993,413

小　野　市

166,350,556 香　美　町

新 温 泉 町

市　町　名 負担金額(円) 市　町　名 負担金額(円)

加　西　市

143,020,487

合　　　計 11,786,223,969

篠　山　市

養　父　市神　戸　市 14,124,198,680

篠　山　市

南あわじ市尼　崎　市 4,549,565,662

丹　波　市姫　路　市 4,247,258,445

淡　路　市西　宮　市 3,758,411,160

朝　来　市明　石　市 2,507,940,721

加　東　市芦　屋　市 891,818,957

宍　粟　市洲　本　市 590,418,364

相　生　市 355,309,126

伊　丹　市 1,512,902,657 た つ の 市

猪 名 川 町

1,999,564,462 稲　美　町

豊　岡　市 784,993,706 多　可　町

加 古 川 市

西　脇　市

1,956,504,258 福　崎　町

高　砂　市

赤　穂　市

483,364,759 市　川　町

570,010,276 播　磨　町

宝　塚　市

三　木　市

728,718,287 太　子　町

小　野　市

829,003,237 神　河　町

川　西　市

470,613,581 佐　用　町

加　西　市

1,594,518,920 上　郡　町

538,829,305

合　　　計 51,165,003,216

三　田　市

515,011,170 212,574,691新 温 泉 町

764,483,411 香　美　町



３　財産及び一時借入金の現在高（平成２８年３月３１日現在）

財産の現在高

　　　

　　一時借入金の現在高

　　　平成２８年３月末現在で一時借入金はありません。

４　財政の動向及び広域連合長の財政方針

　　平成２７年度は、後期高齢者医療制度８年目として医療給付等の提供、健診事業を実施

　するとともに、医療費通知の発送や後発医薬品使用の普及啓発等によって、医療費の適正

　化にも努めて参りました。

　　また、平成２８年２月に開催された平成２８年第１回兵庫県後期高齢者医療広域連合議

　会定例会に、平成２８・２９年度の保険料率改定に伴う条例改正案を提出し、可決されま

　した。

　　保険料改定においては、広域連合における平成２７年度末の剰余金見込額約７３億円を

　活用することによって、一人当たり平均保険料額の伸び率を０．３９ポイント引き下げま

　した。

　　一方、平成２５年１２月に成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革

　の推進に関する法律」に基づく措置として、「持続可能な医療保険制度を構築するための

　国民健康保険法等の一部を改正する法律」（以下、「国保法等改正法」）が、平成２７年

　５月２７日に成立しました。

　　「国保法等改正法」により、被用者保険の後期高齢者支援金の全面総報酬割の段階的導

　入と入院時の食事代について段階的な引上げが決定されたほか、個人や保険者による予防

　・健康づくりを促進することとされました。

　　当広域連合においては、今後の動向に注目しながら給付動向の分析や事務体制の見直し

　等を行い、県内４１市町や各種関係機関との連携強化を図りながら、高齢者が安心して医

　療を受けられるよう引き続き安定した制度運営を行ってまいります。

該当なし

該当なし

800,000

0

11,139,961,539

区　　分

　１　公有財産

　２　物品（重要物品）

　３　債　権

後期高齢者医療制度臨時特例基金

後期高齢者医療給付費準備基金
　４　基　金

備　　考

供託金

現在高(円)


